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1　経済的なサポート事業
事業名 内　　　　容 受付窓口

1 児童扶養手当

ひとり親家庭、父又は母が重度障害の状態にある家庭、父母以外の養育者
に養育されている児童を対象に、18歳到達後の最初の3月分まで（心身に
中程度以上の障害がある場合は20歳となった月まで）支給します。ただし、
所得制限や資格要件等があります。
★手当の額（月額）※対象児童が1人の場合
  ・ 全部支給：48,050円
　・ 一部支給：48,040円～11,340円

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

2
特別児童扶養
手当

身体や精神に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養してい
る父母又は養育者に支給します。（ただし、施設に入所している方は対象外
です。又所得制限や資格要件等があります。）
★手当の額(月額)
  ・1級該当の児童1人につき：58,450円
  ・2級該当の児童1人につき：38,930円

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

3 障害児福祉手当

在宅の２０歳未満であって、著しく重度の状態にあるため、日常生活におい
て常時の介護を必要とする方。（ただし、施設に入所している方は対象外で
す。）
★手当の額(月額)
　・対象児童1人につき：16,560円

うるま市役所
障がい福祉課

（℡　973-5452）
本庁東棟１階

4 児童手当
18歳までの児童を養育している全ての世帯に支給されます。
★手当の額（月額）
　・児童1人につき:10,000円～30,000円

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

5
母子及び父子
家庭等医療費
助成事業

ひとり親家庭に対し、医療費（健康保険適用分）の一部を助成します。ただ
し、所得制限や資格要件等があります。
★対象者
　市内に住所があり、健康保険に加入している者で、以下の①～③に該当
する方
　①母子家庭の母と児童(父に重度障害のある家庭を含む)
　②父子家庭の父と児童(母に重度障害のある家庭を含む)
　③父母のいない児童と養育者本人
　※ 公的年金受給者で児童扶養手当を受給できない場合も対象となりえ
ます。

★助成内容

　健康保険適用分医療費から、一部自己負担金*を控除した額を助成。
（*一部自己負担金とは、通院 ひとり一月一診療機関につき1,000円)
※入院時食事療養費、高額療養費や附加給付金等、他制度で給付され
た額を除く

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

6 こども医療費助成

義務教育終了までの、こどもの医療費(健康保険適用分)の一部を助成しま
す。
★助成範囲
 ・出生から中学生卒業まで：健康保険適用分は自己負担無し。

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

うるま市にお住まいのひとり親家庭の方を対象とした市や県等の支援制度について紹介します。制度

の利用については、制度毎に条件が異なり、申請が必要です。希望する制度がございましたら、ホーム

ページ又は担当部署までお問合せ下さい。

右のQRコードからこの案内のデータをダウンロードできます。

ひとり親家庭の

皆さんへご案内
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1　経済的なサポート事業
事業名 内　　　　容 受付窓口

7

沖縄県バス通学費
等支援事業
（バス・モノレール
通学費支援）

意欲ある生徒が安心して教育を受けられるよう、「児童扶養手当」や「母子
及び父子家庭等医療費助成受給世帯」、または「都道府県民税及び市町
村住民税所得割非課税世帯」等を対象にバス・モノレール通学費を支援
(無料化)します。
県内の県立高校（全日制・定時制）、県立中学校、国立高等専門学校（1
～3年）、私立高校、私立中学校に在籍する生徒・学生
※他の制度で通学費支援対象となっている場合は対象外となります。

【国公立】
沖縄県教育支援課(バス通学
支援専用ダイヤル)
　　（℡　866-2116）
【私立】
沖縄県総務私学課
　　（℡　866-2074）

8 就学援助制度
経済的な理由によって就学困難と認められるご家庭に学用品費等の一部
を援助します。

うるま市役所
学務課

（℡　923-2159）
本庁西棟３階

2　貸付事業（無利子又は低利子のローン）
事業名 内　　　　容 受付窓口

1
母子父子寡婦
福祉資金貸付事業

母子及び父子家庭や寡婦に対して、こどもの進学に係る就学支度資金、修
学資金など、12種類の貸付を行っています。

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

2
ひとり親関連
貸付制度

ひとり親家庭の方が「教育のために利用する資金」について利率を引き下げ
ています。

沖縄振興開発金融公庫
中部支店（沖縄市）
（℡　989-6511）

3　就職のためのサポート事業

事業名 内　　　　容 受付窓口

1
母子･父子自立支
援プログラム策定
事業

児童扶養手当受給者等に対し、生活の状況、就業への意欲、資格取得へ
の取組み等について状況把握を行い、個々に応じた支援メニューを組み合
わせた自立支援プログラムを策定します。

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

2
ひとり親家庭住宅
支援資金貸付

自立に向けて取り組むひとり親家庭への家賃の支払いを支援します。
★住宅の家賃月額上限7万円×最長12ケ月
※母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方が対象

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

3
ひとり親家庭自立
支援教育訓練
給付金

ひとり親が、雇用保険制度の指定講座を受講し、修了した場合に、その経
費の一部を支給します。
★給付額
　受講料の6割相当額　上限200,000円(一般教育訓練の場合）

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

4
ひとり親家庭高等
職業訓練促進
給付金

ひとり親が就職に有利な資格取得のため1年以上養成機関で修学する場
合に生活費を支給します(4年間まで)。※所得制限があります。
（6ヶ月以上の一部民間資格も対象になります。詳しくはこども家庭課までお
問い合わせください。）
★給付額
　非課税世帯：月額100,000円　　課税世帯：月額70,500円

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

5

沖縄県ひとり親
家庭高等職業
訓練促進資金
貸付事業

高等職業訓練促進給付金を受けているひとり親に対し、入学準備金及び就
職準備金を貸付けます。資格取得後5年間従事で返済免除。
★貸付金額
　入学準備金：上限500,000円　　就職準備金：上限200,000円

沖縄県
母子寡婦福祉連合会
（℡　887-4099）

6 就労支援
就職活動への不安、将来に備えて仕事を選択したい等、就労に向けた支
援をします。就労支援を希望する方の生活状況やこれまでの職業、就職希
望について聞き取りし、ハローワークへ支援依頼をします。

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

7
沖縄県ひとり親
家庭技能習得
支援事業

ひとり親に対し、経理事務資格取得講座を実施します。
※所得制限があります。

ひとり親家庭技能
習得支援センター

うるま校（中北部地区）
（℡　972-5211）
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4　住まいのサポート事業
事業名 内　　　　容 受付窓口

1
ひとり親家庭生活
支援事業

さまざまな課題を抱えているひとり親家庭に対して民間アパートを借り上げ
し、住宅支援や就労、子育て支援等を総合的に行います。

※拠点事務所にて相談、申請手続きを行いその後の審査で決定します。

マザーズスクエア
うるはし

（℡　972-7900）

2
生活困窮者に対す
る住居確保給付金

離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれのある者に対し
て有期(原則3ヶ月・最長9ヶ月)で家賃相当額を支給します。

うるま市就職・生活支援
パーソナルサポートセンター

（℡　989-3972）

5　離婚前後家庭支援事業
事業名 内　　　　容 受付窓口

1
離婚に関する無料
法律相談会

弁護士による離婚に関する法律相談会を実施します。【完全予約制】
日程：毎月第1木曜日・第3水曜日
時間：午後1時15分～4時45分　※両実施日とも4枠（おひとり45分）

うるま市役所
こども家庭課
（℡　973-4983）
本庁東棟2階

2
公正証書等の作
成支援

養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費について、経費の一部を
助成します。（自己負担分のみ）
　★補助額　上限5万円　※1人1回限り

うるま市役所
こども家庭課

（℡　973-4983）
本庁東棟2階

6　育児・家事等のサポート事業
事業名 内　　　　容 受付窓口

1

ひとり親家庭等
日常生活支援事
業
（ヘルパー派遣）

ひとり親または寡婦が病気や就労のため、一時的に家事援助や未就学児
の保育などのサービスが必要となった時に、年間で２４回、利用料無料で家
庭生活支援員(ヘルパー)を居宅等に派遣します。事前に申請・登録が必要
です。

うるま市役所
こども家庭課
（℡　973-4983）
本庁東棟2階

2
ファミリー・サポート・
センター事業

ファミリー・サポート・センターの育児サポート利用時に、非課税世帯に対す
る利用料助成を行います。
★助成額：最大10,000円

うるま市ファミリー・
サポート・センター

（℡　070-5699-6733）

3
ひとり親家庭等
認可外保育施設
利用料補助

うるま市に保育所の利用を申し込んだが、定員に空きがない等の理由で認
可外保育施設を利用している「ひとり親家庭等」の生活安定と自立を図る目
的で、認可外保育施設利用料の補助を行います。
※幼児教育・保育無償化の対象となっている世帯は対象外です。
★補助額：最大33,000円

うるま市役所
保育こども園課

（℡　973-5427）
本庁東棟2階

4
放課後児童クラブ
ひとり親等支援事
業

うるま市内に住所を有し、市内の放課後児童クラブを利用している方で次の
いずれかの要件に該当する世帯
・児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成の受給者
・生活保護受給者
★減免額：利用している放課後クラブが定める利用料の2分の1の額
　　　　　　（上限月額5,000円）
※減免後の利用料を放課後児童クラブへお支払いただくことになります。

うるま市役所
こども家庭課
（℡　973-4983）
本庁東棟2階

7　困ったときの相談窓口

1

2

3

4

5

6
親子健康手帳(母子手帳)交付、入院助産制度
産前産後サポート事業【訪問型(電話・訪問)、デイサービス型(でまえだいすき)、産後ケア事業】に関するお問い合わせ
◆うるま市役所　子育て包括支援課　包括支援係　　　　　　　　　　　　（℡　923-7609）　　月～金　8：30～17：15

児童扶養手当をはじめ、ひとり親に関する制度の疑問やお悩み等の相談に応じます。
◆うるま市役所　こども家庭課　ひとり親支援係　（℡　973-4983）　月～金　8：30～17：15

0歳から18歳までのこどもに関する様々な相談に応じます。
◆うるま市役所　子育て包括支援課　家庭児童相談室　（℡　973-5041）　月～金　8：30～17：15

配偶者からの暴力・夫婦の不和など、女性の抱えている悩みについて女性相談員が一緒に考えます。
◆うるま市役所　子育て包括支援課　女性相談　　　　　 （℡　973-5041）　月～金　8：30～17：00

24時間年中無休でこども虐待の通報や電話相談に応じます。
◆沖縄県中央児童相談所内　おきなわ子ども虐待ホットライン
　（℡　886-2900）　　月～金　17:15～翌日8:30   土・日・祝祭日　24時間対応

母子保健相談、乳幼児健診、妊産婦の健康相談・栄養相談、こども健康相談・栄養相談、乳児栄養強化事業、健康増進計
画(母子保健計画)に関するお問い合わせ
◆うるま市役所　子育て包括支援課　母子保健指導係　　　　　　　　　　　（℡　989-0220）　　月～金　8：30～17：15
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https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/p000010.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/p000010.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/797.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/797.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/797.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/797.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/p000009.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/p000009.html
https://www.city.uruma.lg.jp/1005002000/contents/p000009.html

